
7.1閣議決定における 
「平和主義」等の切り捨てによる「論理のすり替え」 

1972年政府見解 7.1閣議決定 

（前略）憲法は、第９条において、同条にいわゆ
る戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止して
いるが、前文において「全世界の国民が……平和
のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、
また、第１３条において「生命、自由及び幸福追
求に対する国民の権利については、……国政の上
で、最大の尊重を必要とする」旨を定めているこ
とからも、わが国がみずからの存立を全うし国民
が平和のうちに生存することまでも放棄していな
いことは明らかであって、自国の平和と安全を維
持しその存立を全うするために必要な自衛の措置
をとることを禁じているとはとうてい解されない。 
  
 しかしながら、だからといって、平和主義をその

基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措
置を無制限に認めているとは解されないのであっ
て、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国
民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からく
つがえされるという急迫、不正の事態に対処し、
国民のこれらの権利を守るための止（や）むを得
ない措置としてはじめて容認されるものであるか
ら、その措置は、右の事態を排除するためとられ
るべき必要最小限度の範囲にとどまるべきもので
ある。 

  

  

(2) 憲法第９条はその文言からすると、国際関
係における「武力の行使」を一切禁じているよう
に見えるが、憲法前文で確認している「国民の平
和的生存権」や憲法第 13 条が「生命、自由及び
幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大
の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて
考えると、憲法第９条が、我が国が自国の平和と
安全を維持し、その存立を全うするために必要な
自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解さ
れない。 

  

  

  

  

一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力
攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権
利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に
対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを
得ない措置として初めて容認されるものであり、
そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容
される。 
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